朝日町定住促進住宅「中郷ハイツ」入居者募集要項

◎物件内容

(1)物 件 名：「中郷ハイツ」

(2)所 在 地：西村山郡朝日町大字宮宿２３０６番地１
(3)構    造：鉄筋コンクリート造 ５階建
(4)募集戸数：1戸　507号室
(5)間 取 り：３ＤＫ（53.08㎡）

(6)家    賃：月額　２２,０００円
(7)共 益 費：月額　２，７５０円（外灯、共有の水道、合併処理浄化槽の維持管理費用など）
(8)敷    金：家賃の３ヶ月分
(9)駐 車 場：月額　１，５００円（１台）
◎募集期間
1 令和8年2月2日（月）～令和8年2月16日（月）
2 令和8年2月17日（火）～

　※①の募集期間に複数の申し込みがあった場合は審査や抽選等により入居の決定を行います。
　　なお、①の期間内に申し込み者がいない場合は②の募集を行いますが、②の期間内は申し込みが
あれば終了しますので、申し込みを希望される方は事前にお問い合わせ下さい。
受付時間：午前８時３０分から午後１７時まで（土日祝を除く）
受付場所：朝日町建設総合組合（中郷ハイツ管理室）
◎申込方法
⑴入居申込に必要な書類に所要事項を記入し、本人または申込事情を詳しく説明できる人が持参して申し込んで下さい。(申込書等は管理事務所に準備していますが、町ホームページでもダウンロードできます。)
⑵申し込みは1世帯1住宅に限ります。
　※連絡を差し上げる場合がありますので、申込書には日中連絡の取れる電話番号を必ず記入して下さい。

◎入居者の資格　　※世帯の所得額については関係ありません
	１
	自ら居住する住居を必要とする方のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出
をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻の予約者も含む。）があること。
ただし、同居親族がいない方であっても、町長が定める基準に該当する場合は、入居することができる。

	２
	現に住宅に困窮していることが明らかであること
(1)現在、住宅以外の建物や場所に居住している。
(2)保安上危険な住宅や、衛生上有害な状態にある住宅に居住している。
(3)他の世帯と同居しているため、生活が著しく不便。
(4)住宅がないため、親族と同居することができない。
(5)住宅の規模、設備、間取りと世帯構成との関係から、衛生、風紀または教育上不適切な居住環境にある。
(6)自己の責によらない理由で、家主、貸し主などから立ち退きを要求され、適当な立ち退き先がない。
(7)住宅がないため、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている。
(8)収入に比べて著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている。
(9)その他

	３
	納付すべき税や料金に滞納がないこと。
※ 現年度だけでなく過年度分も滞納していると申し込みができません。

	４
	入居申込者または同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。
※ 調査をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。


◎申込書に添付する必要書類
	
	区　　　分
	内　　　　　　容

	１
	定住促進住宅入居申込書
（１部）
	朝日町建設総合組合（中郷ハイツ管理室）にあります。（町ホームページからもダウンロード可能）

	２
	住民票謄本（１部）
	本籍・続柄が記載されているもので、申込世帯員全員分が必要です。

	３
	課税証明書（各人１部）
所得がない場合も必要
	最新の課税証明書が申込世帯員全員分必要です。（高校生以下は除く）

	４
	完納証明書（１部）
	入居予定者全員の証明書が必要です。

	５
	納税等確認書
	朝日町建設総合組合（中郷ハイツ管理室）にあります。（町ホームページからもダウンロード可能）

	６
	婚約中の場合
	誓約書（婚姻）

	７
	その他
	町長が必要と認める書類


※入居申込書及び添付された書類の内容が事実と相違していた場合は入居できません。 

※入居申込書及び提出書類等の個人情報については、入居に係る業務に必要な範囲でのみ利用いたします。なお、入居申込書及び提出書類は返却いたしません。
◎申し込みにあたっての注意事項
次のような場合、申し込みは無効となります。
(1) 入居資格を満たさない場合
(2) 提出書類に不備がある場合
(3) 申込受付時間外に申し込んだ場合
(4) 抽選会に欠席または遅刻した場合
(5) 同一人物が複数の申込書に記載して申し込んだ場合
(6) 不自然に世帯分離、または世帯合併している場合
(7) 申込書に虚偽の記載があった場合（入居後に発覚した場合は退去になります。）
◎入居者の決定

書類等内容を審査の上決定します。申し込みが複数で同じ資格条件の場合は、抽選になります。
但し、同居家族が多い方、特に住居の安定を図る必要がある方については、朝日町定住促進住宅条例第９条の規定に基づき入居者を選定します。
抽選の有無について入居申込者に電話で連絡します。

※抽選会に欠席された方、抽選会開始時刻に遅れた方は、入居申込みを辞退されたものとみなします。

※入居決定者には「定住促進住宅入居許可書」を発送します。
◎入居の辞退
「定住促進住宅入居許可書」通知後、入居を辞退される方は「定住促進住宅入居辞退届」を提出してください。
◎入居補欠者

抽選により入居決定者になれなかった方は、入居順位を定めたうえで入居補欠者を定める場合があります。入居決定者が入居を辞退した場合は、入居補欠者から入居順位に従い入居者を決定することになります。
◎入居の手続き

入居許可通知日から１０日以内に、下記手続きを行ってください。

(1)提出書類

①定住促進住宅使用請書  　　１部

②連帯保証人の住民票抄本（世帯主等省略可）　　１通
③連帯保証人の印鑑証明書　　　１通
④連帯保証人の過去１年における所得額を証する書類（最新の所得証明書又は源泉徴収票）1通　　　　　
⑤連帯保証人確認書　　　１名分
※同居人の方は連帯保証人になれません。
※連帯保証人は１名必要となります。原則として親族等で県内に居住し、かつ入居決定者と同程度の収入がある方となります。
※連帯保証とは、「一定の債務が履行されない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う」ということです。定住促進住宅における連帯保証人の方には、入居者に係る債務（滞納家賃、修繕費用等）の保証をしていただきます。入居者への納入指導の協力や、緊急時の　連絡先となっていただく場合があります。
(2)敷金の納入
敷金は家賃の３ヶ月分になります。納付書により、役場出納室又は町指定（収納代理）金融機関へ納入してください。
◎入居開始

入居の手続きが済み次第入居可能日を通知しますので、その入居可能日より１０日以内に入居となります。もし、１０日以内に入居できない場合はご相談下さい。電気、水道、ガス等の手続きは各自で行っていただきます。
入居の際には、入居者と山形県住宅供給公社により住宅の現状確認を行います。
◎注意事項
	項      目
	内          容

	住所の変更
	入居してから１４日以内に、役場（総合窓口）へ住所変更届をしてください。
町外から入居される場合は事前に転出証明書をもらってきてください。
【朝日町大字宮宿２３０６番地１　中郷ハイツ○号】

	共益費（月額）
	２,７５０円となります。

	駐車場使用料

（月額）
	駐車場使用料は、駐車場が必要な方のみ１台１,５００円となります。

使用については、入居決定を受けてから申し込んでください。

	設備等
	暖房機、カーテン、ガスコンロ、台所用給湯器、照明など必要な物は入居者で準備していただくことになります。

	家賃等の納入方法
	家賃等は月払いです。納入方法は口座振替（振替日は月末）と納入通知書払い（２０日前後に発行）があります。
納入通知書払いは、月末までに役場出納室又は町指定（収納代理）金融機関へ各自納入となります。どちらにするか申し出てください。

	家賃の滞納・
延滞金
	滞納者の方には、以下の手続きを取らせていただきます。
(1)督促状を発送します。（手数料１００円は入居者負担）
(2)３ヶ月以上滞納すると、住宅の明渡しを請求する場合があります。また、納付されない時は連帯保証人に請求します。
(3)指定された納期限までに納付金額を納付しない場合、納付期限の翌日から納付まで　の日数に応じ延滞金が加算される場合があります。

	共用部分の清掃
	共用部分の清掃は、入居者の皆さんで協力して行っていただきます。
ごみ置場の掃除は入居者の皆さんで輪番制で行っていただきます。

	連帯保証人の変更
	連帯保証人を変更しようとするときは、「定住促進住宅入居者連帯保証人変更承認申請書」を提出してください。

	家賃等の減免又は猶予
	入居者が病気にかかったり、災害で著しい損害を受けたりした場合で、家賃等の減免･徴収猶予を希望する方は、「定住促進住宅家賃等減免・徴収猶予申請書」を提出してください。

	ペット等の動物の飼育
	愛がん用の魚など、明らかに近隣に迷惑のかからない生き物は飼ってもかまいませんが、それ以外の動物、（犬、猫、鳩、鶏など）は飼育できません。飼育の事実が判明した場合は退去の対象となります。たとえ小鳥であっても鳴き声等で迷惑をかけるおそれのあるものは飼育できません。

	住宅の修繕
	町が修繕するものは、主要構造部及び給水、排水、電気、テレビ共聴施設、合併処理浄化槽施設などです。（畳の表替え、障子紙の張替、ふすま紙の張替、給水栓その他付帯設備の構造上重要でない部分の修繕は含まない。）
これ以外の小修理は入居者負担となります。ただし、町が行うものでも、入居者の不注意によって住宅等を損傷した場合は、故意、過失を問わず入居者で修繕していただくか、または、これに要する費用を負担していただきます。
町が修繕をしなければならないもので修繕の必要が生じたときは、「定住促進住宅修繕依頼書」を提出してください。

	水道栓等の凍結防止
	冬期間は水抜き等の防止策を行い凍結しないようお願いします。

もし、凍結しますと、入居者の負担で修理していただくことになりますので、ご注意ください。

	模様替え
	住宅の模様替えは原則として認めておりません。ただし、原状回復又は撤去が容易な模様替え（例えばエアコンの設置等）において、町の承認を得た場合は行うことができますので、「定住促進住宅模様替申請書」を提出してください。

	ごみの出し方
	ゴミステーションにゴミの分け方・出し方に基づき指定日に出してください。
ごみ袋に部屋番号を必ず記入してください。

	同居の承認
	入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする場合は、「定住促進住宅同居承認申請書」を提出してください。

	継続使用の承認手続き
	入居者が死亡又は退去した場合において、入居者と同居していた方が引き続いて中郷ハイツを使用する場合、事実が発生した日から１ケ月以内に「定住促進住宅継続使用承認申請書」を提出してください。

	同居者の異動
	入居中に出産等の理由により家族構成が変更となった場合には「同居者異動届」と
入居者の死亡又は退去の場合は、事実を証する書類を提出してください。

	長期不在となるとき
	入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、「定住促進住宅長期不在届」を提出して下さい。

	転貸等について
	転貸、セカンドハウスとしての使用はできません。

	退去手続
	退去日から７日前までに「定住促進住宅明渡届」を提出してください。

	退去立会い
	退去の際は、ハウスクリーニングを依頼してください。その後、入居者と業者により状況確認をさせていただきます。この確認を基に修繕費を町と入居者で負担区分をさせていただきます。

	家賃の精算
	退去する月の家賃・共益費・駐車場代は、１ヶ月を３０日として退去日までの日割り計算とします。

	敷金の精算

	退去時に敷金は無利子で返還致します。ただし、家賃等の滞納がある場合は、その額の内訳を明示したうえで敷金から差し引いて返還することになります。　　　　　　　

	明渡の請求
	入居者が次の各号の一に該当する場合において、入居者に対し入居の決定を取り消し、賃貸住宅の明渡を請求します。
(1)不正の行為によって入居したとき。
(2)家賃または入居者負担額を３ヶ月以上滞納し、連帯保証人が支払をしないとき
(3)故意又は過失により賃貸住宅を棄損したとき。
(4)正当な事由によらないで１５日以上賃貸住宅を使用しないとき。
(5)入居者の費用負担義務、入居者の保管義務、迷惑行為等の禁止、長期不使用の届、転貸等の制限、用途変更の禁止に違反したとき。
(6)暴力団員であることが判明したとき。（同居者が該当するときを含む）
明渡請求を受けた入居者は入居した日から請求の日までの期間、請求の日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、町長が定める額をいただく場合があります。


◎その他
　○区は大町になります。地区の区費等の負担や行事参加の依頼があります。
　○住宅の敷地以外の土地には、入らないでください。特にお子さんの指導をお願いします。
問い合わせ先
                                                中郷ハイツ管理室
ＴＥＬ：０７０－１３４７－９１７０　
